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経過型介護療養型医療施設創設に関する諮問及び答申の送付について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は介護保険制度運営に関し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、療養病床の再編に関しては、昨年より社会保障審議会等において、今後の在り

方に関して審議が行われているところですが、本年６月14日に「健康保険法等の一部を

改正する法律案」が国会において可決・成立し、介護療養型医療施設は平成23年度末を

もって廃止すること等が決定いたしました。これを受け、６月28日に社会保障審議会介

護給付費分科会が開催され、厚生労働大臣より諮問が行われ、療養病床再編に伴う経過

型介護療養型医療施設の創設及び介護報酬等の見直しに関して審議し、同日答申されま

した。つきましては、諮問書及び答申書をご送付申し上げます。 

また、療養病床再編を踏まえ、地域におけるニーズや社会資源の状況等に即した計画

的な体制整備が求められることから、国は「地域ケア整備指針（仮称）」を策定し、都

道府県においては「地域ケア整備構想（仮称）」が作成されることとなりました。当該

計画は、今後の「介護事業支援計画」、「医療計画」及び「医療費適正化計画」等にも

関わってくることから、都道府県医師会におかれましても積極的に関与していただきま

すようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

記 

（添付資料） 

・資料１ 療養病床再編成に伴う介護報酬等の見直しに係る諮問案について 
・資料 2 社会保障審議会への諮問書 

（別紙）介護報酬単位の見直し案等 
・資料 3 社会保障審議会介護給付費分科会報告 
・資料 4 社会保障審議会答申 
・資料５ 療養病床の再編成を踏まえた地域ケア体制の整備について－「地域ケア整

備指針（仮称）」の策定－ 
以上  
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療養病床再編成に伴う介護報酬等の見直しに係る
　　　　　　　　　　諮問案について

1　これまでの経過

○　療養病床の問題は、昭和48年の老人医療費無料化以降、病院が高齢者介

　護の受け皿となってきたr社会的入院」簡題として、30年来の懸案となつ

　ており、介護保険創設時においても、r施行後一定の経過期間内において・

　療養型病床群等の介護施設への転換を図るものとする」（平成8年6月6目

　「介護保険制度大綱」）とされていたところである。

○　療養病床をめぐるこうした長年の経緯を背景として、介護療養型医療施設

　については、社会保障審議会介護給付費分科会においてこれまで6回にわた

　り議論を重ね、平成17年12月13日に取りまとめた審議報告においては・
　「介護保険施設の将来像を踏まえ、一定の期限を定めて『在宅復帰・在宅生

　活支援重視型の施設』や『生活重視型の施設』などへの移行等を図る」こと

　とされ、さらに、「医療保険との機能分担も含めた療養病床全体の在り方に

　ついて、厚生労働省としての基本的な考え方を早急に示す」ことが強く要請

　された。

○　これを受け、平成17年12月21日に医療構造改革推進本部（本部長：厚
　生労働大臣）において、丁療養病床の将来像について」を決定し・さらに・

　療養病床の在り方を医療提供体制及び医療保険・介護保険の両面にわたって

　一体的に見直し、療養病床を医療の必要性が高い患者を受け入れる病床に再

　編成する改革を進めることとした。これを踏まえ、平成18年2月10目に
　国会提出した「健康保険法等の一部を改正する法律案」に「介護療養型医療

　施設を平成23年度末をもって廃止すること」等を内容とする介護保険法等

　の改正を盛り込み、当該法律案は、平成18年6月14目に可決・成立した

　ところである。

○　なお、関係審議会においても、平成18年2月15日に中央社会保険医療
　協議会において、療養病棟入院基本料等について、医療の必要性による区分、

　ADLの状況による区分等に基づく患者分類を用いた報酬体系・水準の見直し

　を含む平成18年度診療報酬改定が答申され、また、平成18年2月23目
　には、社会保障審議会医療部会において、療養病床再編成に伴う医療法施行

　規則の見直しについて了承されたところである。

　　これを踏まえ、医療法施行規則の改正及び診療報酬における介護保険移行

　準備病棟4）創設について、本年7月1目の施行に向け、関係局においても準

　備が進められているところである。
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Ⅱ 諮問案の内容   

（1）基本的な考え方   
○ 療養病床の再編成については、  

①療養病床については、医療の必要性の高い患者を受け入れるものに限  

定し、医療保険で対応する  
②医療の必要性の低い患者については、病院ではなく在宅、居住系サー  

ビス又は老人保健施設等で受け止めることで対応する   

ことを基本方向としている。  

○ このような基本方向に沿った療養病床の転換を進めるため、平成23年度   

末までの経過措置として、介護療養型医療施設について、医師、看護職員等   

の配置が緩和された「経過型介護療養型医療施設」を創設するとともに、介   

護療養型医療施設及び医療療養病床から転換する場合に限り、介護老人保健   

施設の設備基準を緩和する。   

（2）具体的な内容  

○ 平成23年度末までの経過的な類型として、経過型介護療養型医療施設   

を創設することとし、人員・設備に関する基準は以下のとおりとする。   

（人員に関する基準）   

・医師の配置を2名以上とする。   

・看護職員、介護職員の配置をそれぞれ①又は②のとおりとする。  
（D 療養病床を有する病院の場合 8：1以上、4：1以上  

② 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の場合  

5：1以上、6：1以上  

（設備に関する基準）   

・現行の廊下幅の基準を内法1．2m以上（両側に居室がある場合、内  
法1．6m以上）とする。  

介護老人保健施設における経過措置  

○ 介護療養型医療施設及び医療療養病床から転換した介護老人保健施設に   
ついては、   

① 1床当たりの面積基準を6．4r迂以上とする。   
② 廊下幅の基準については、内法1．2m以上（両側に居室がある場合、  

内法1．6m以上）とする。   
※ ①の面積基準については、平成23年度末までの経過措置とする。  

短期入所療養介護（介護給付■予防給付）における経過措置  

○ 介護療養型医療施設及び介護老人保健施設の人員設備基準と同様の見直   

しを行う。  
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②介護報酬の見直し  

介護療養型医療施設  

（基本単位）   

○ 経過型介護療養型医療施設の基本単価については、指定某準の見直しを  

踏まえ、新たに設定する。  

【介護療養施設サービス費（病院）】  

療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）（従来型個室）  

要介護1  671単位／日  

要介護2  781単位／日  

要介護3  889単位／日  

要介護4  980単位／日  

要介護5   1，071単位／目  

療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）（多床室）  

要介護1  782単位／日  

要介護2  892単位／日  

要介護3   1，000単位／日  

要介護4   1，091単位／日  

要介護5   1，182単位／日  

【老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サー   

ビス費（精神科病院等）】  

認知症疾患聖経過型介護療養施設サービス費・（Ⅰ）（従来型個室）  

要介護1  742単位／日  

要介護2  809単位／日  

要介護3  876単位／日  

要介護4  944単位／日  

要介護5   1，011単位／日  

認知症疾患聖経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）（多床室）  

要介護1  853単位／日  

要介護2  920単位／日  

要介護3  987単位／日  

要介護4   1，055単位／日  

要介護5   1，122単位／日  
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（加算）  

○ 経過型介護療養型医療施設の加算については、在宅復帰・在宅生活支援   

重視型施設への移行を念頭に、現行の介護療養型医療施設において算定可   

能な加算に加え、新たに以下のものを算定できることとする。  

・試行的退院サービス費（療養型経過型介護療養施設サービス費のみ）  

短期入所療養介護（予防給付・介護給付）  

○ 経過型介護療養型医療施設における短期入所療養介護については、施設   

サービス費における基本単位を踏まえ、新たに報酬設定を行う。  

－4－   
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厚生労働省発老第0628001号

平成18年6月28日

社会保障審議会

　会　長　貝塚　啓明　殿

厚生労働大臣

川崎　二郎

諮　問　書

　介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第5’項、第48条第3

項（介護保険法施行法（平成9年法律第124号）第13条第4項におい

て準用する場合を含む。）及び第53条第3項並びに第74条第3項、第

97条第4項、第110条第3項及び第115条の4第3項の規定に基づ
き、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年

厚生省告示第19号）、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関

する基準（平成12年厚生省告示第21号）、指定介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127
号）、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成11年厚生省令第37号）、介護老人保健施設の人員・施設及び設備並

びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）、指定介護療養型

医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41

号）及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成18年厚生労働省令第35号）をそれぞれ別紙1から別紙4ま

でのとおり改正することについて、貴会の意見を求めます。



介護報酬単位の見直し案  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年   
厚生省告示第19号）  

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年   
厚生省告示第19号）  

指定居宅サービス介護給付費単位数表  

9 短期入所療養介護費   
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費  

口 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費   
（1）病院療養病床短期入所療養介護費（1日につき）  

（－）病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ川護4：1看削：1  

a 病院療養病床短期入所療養介護貴（i）く従来型個室〉  

l 経過的要介護  

ii要介護1  
iii要介護2  
jv 要介護3  
V 要介護4  
Vi要介護5  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）く多床皇〉  

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3  

V 要介護4  
Vi要介護5  

に）病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）介護5：1看護6：1  

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  

l 経過的要介護  
ii要介護1  

指定居宅サービス介護給付費単位数表  

9 短期入所療養介護費   
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費  

口 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費   
（1） 病院療養病床短期入所療養介護費（1日につき）  

（－）病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）介護4：1看削：1  

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）〈従来型個室〉  

l 経過的要介護  

ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3  
V 要介護4  
Vi要介護5  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉  

l 経過的要介護  

ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介言隻3  

V 要介護4  
Vi要介護5  

に）病院療養病床短期入所療養介護費川）介護5：1看護6：1  

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  

l 経過的要介護  
ii要介護1  

（略）   （略）   

534単位   

701単位   

811単位  

1，049単位  

1，150単位  

1，241単位  

618単位   

832単位   

942単位  

1，180単位  

1，281単位  

1，372単位  

534単位   

701単位   

811単位  

1，049単位  

1，150単位  

1，241単位  

618単位   

832単位   

942単位  

1，180単位  

1，281単位  

1，372単位  

498単位  

641単位  

498単位  

641単位   
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jii要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉   

＝ 要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii） 〈多床圭〉  

750単位   

910単位  

1，066単位  

1，108単位  

750単位   

910単位  

1，066単位  

1，108単位  

l 経過的要介護   

ii要介護1   

iii要介護2   

iv 要介護3  

V 要介護4  
Vj 要介護5  

（三）病院療養病床短期入所療養介護費Ⅷ）  

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  
付 要介護3  
V 要介護4  
Vi要介護5  

（三）病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）  

I 経過的要介護  
ii要介護1  
獅 要介護2  
ル 要介護3  
V 要介護4  
Vi要介護5  

b 病院療養病床短期入所療養介護費川）  

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  

付 要介護3  
V 要介護4  
Vi要介護5  

し2）病院療華病床経過型寒期入所療養介護琴  

（－）病院療養病床経過型短期入所療養介豆  

582単位  

772単位  

881単位  

1，041単位  

1，197単位  

1，239単位  

介護6：1看那：1  

582単位  

772単位  

881単位  

1，041単位  

1，197単位  

1，239単位  

介護6：1看削こ1  

く従来型個室〉  

473単位  

611単位  

722単位  

873単位  

1，030単位  

1，071単位  

く多床圭〉  

557単位  

742単位  

853単位  

1，004単位  

1，161単位  

1，202単位  

U日につき）  

費（Ⅰ）く従来型個室〉  

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉   

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（iり〈多柁〉  

】 経過的要介護  

ii要介護1  

iii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5   

473単位   

611単位   

722単位   

873単位  

1，030単位  

1，071単位  

557単位   

742単位   

853単位  

1，004単位  

1，161単位  

1，202単位  

534単位  

701単位  

811単位  

919単位  

010単位  

101単位   
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618単位  a 経過的要介護  
P要介護1  
C＋要介護2  

d 要介護3  
e 要介護4  
f 要介護5  

832単位   

942単位  

1．050単位  

141単位  

」皿ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（1日につき）  
（－）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護責川くユニット型個室〉  

皿ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（1日につき）  
（－）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）くユニット型個室〉  

625単位   

835単位   

945単位  

1，183単位  

1，284単位  

1，375単位  

a 経過的要介護  
b 要介護1  

625単位   

835単位   

945単位  

1，183単位  

1，284単位  

1，375単位  

a 経過的要介護   

b 要介護1   

C 要介護2   
d 要介護3   

e 要介護4  

f 要介護5  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

C
．
d
 
e
 
f
 
）
 
 

－
■
 
 ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）くユニット型鯛圭〉  ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費川）くユニット型準個室〉  

●
 
】
 
 

625単位   

835単位   

945単位  

1，183単位  

1，284単位  

1，375単位  

a 経過的要介護  
b 要介護1  

c 要介護2  
d 要介護3  
e 要介護4  
f 要介護5  

625単位   

835単位   

945単位  

1，183単位  

1，284単位  

1，375単位  

a 経過的要介護  

b 要介護1  

C 要介護2  

d 要介護3  

e 要介護4  

f 要介護5  

（4）特定病院療養病床短期入所療養介護費（1日につき）760単位  
1（1）から（3）までについて、療養病床（医療法（昭和23年  

特定病院療養病床短期入所療養介護費（1日につき）760単位  皿  

（1）及び（2）について、療養病床（医療法（昭和23年法律  注1   

法律第205号）第7条第2項第4号に規定する療養病床をい  

う。以下同じ。）を有する病院である指定短期入所療養介護  
事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合  

し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出  
たものにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに  

限る。）において、指定短期入所療養介護を行った場合に、  

当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  

準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、  

それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職  

員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数  

から 25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用   

第205号）第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。  
以下同じ。）を有する病院である指定短期入所療養介護事業  
所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、  

かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件  

に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たも  
のにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）  
において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設  
基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げ  
る区釧こ従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ  

所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務  
条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25  
単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又  
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者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚   
生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大   
臣が定めるところにより算定する。  

2 皿について、療養病床を有する病院である指定短期入所療   
養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準   
に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員   

の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に   
届け出たものにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係る   
ものに限る。）において、利用者（別に厚生労働大臣が定め  
る者に限る。）に対して、日中のみの指定短期入所療養介護   
を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤   

を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所   
定単位数から 25単位を控除して得た単位数を算定する。な   

お、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数   

が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚   

生労働大臣が定めるところにより算定する。  

3 皿について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさ   
ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当す   

る単年数を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入   
所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、  
1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。   

イ 病院療養病床療養環境減算（Ⅰ）  25単位   

口 病院療養病床療養環境減算川）  85単位   

ハ 病院療養病床療養環境減算（皿）  115単位  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省   
令第50号）第49条の規定が適用されている病院については、  
1日につき12単位を所定単位数から減算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関   
する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短   
期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に   

従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。   
イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  23単位   

口 夜間勤務等看護川）  14単位   

ハ 夜間勤務等看護（Ⅲ）  7単位   

は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大   
臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定め   
るところにより算定する。  

2 皿について、療養病床を有する病院である指定短期入所療   
養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準   
に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員   

の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に   
届け出たものにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係る   
ものに限る。）において、利用者（別に厚生労働大臣が定め   
る者に限る。）に対して、日中のみの指定短期入所療養介護   

を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤   
を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所   
定単位数から 25単位を控除して得た単位数を算定する。な   

お、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数   

が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚   
生労働大臣が定めるところにより算定する。  

3 皿について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさ   

ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当す   
る単位数を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入   

所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分lこ従い、  

1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。   
イ 病院療養病床療養環境減算（Ⅰ）  25単位   

口 病院療養病床療養環境減算Ⅷ）  85単位   

ハ 病院療養病床療養環境減算（皿）  115単位  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省   

令第50号）第49条の規定が適用されている病院については、  
1日につき12単位を所定単位数から減算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関   
する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短   
期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に   

従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。  

イ 夜間勤務等看護川  

口 夜間勤務等看護川）  

ハ 夜間勤務等看護（Ⅲ）  

23単位  

14単位   

7単位  
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7 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う   
ことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短   

期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につ   
き184単位を所定単位数に加算する。  

8 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入  

所療養介護費川、病院療養病床短期入所療養介護費川）呈上   
くは病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）又は病院療養病床経  

過型時期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、病院   

療養病床短期入所療養介護費mの病院療養病床短期入所療養   
介護費（H）、病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養   

病床短期入所療養介護費川）若しくは病院療養病床短期入所療   

養介護章（Ⅱ）の病院療養病床短期入所療養介護費（H）又は病院  

7 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う  

ことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短  

期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につ  

き184単位を所定単位数に加算する。  

8 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入  

所療養介護費川、病院療養病床短期入所療養介護費川）星追  
病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅲ）を支給する場合は、それ  

ぞれ、病院療養病床短期入所療養介護費＝の病院療養病床短  
期入所療養介護費回、病院療養病床短期入所療養介護費川）  
の病院療養病床短期入所療養介護費（H）又は病院療養病床短期  

入所療養介護費（：）の病院療養病床短期入所療養介護責（H）を  

算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師  

が判断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を  

利用する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室  

の利用の必要があると医師が判断した者  

9 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注  
1及び注6の規定による届出に相当する介護療養施設サービ  
スに係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届  
出があったものとみなす。   

10 弄り用者が連続して 30 日を超えて指定短期入所療養介護を  
受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指  

定短期入所療養介護については、病院療養病床短期入所療養  

介護費は、算定しない。  

（4）栄養管理体制加算  

療養病床経過型短期入所療養介護費（【）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師  

が判断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を  
利用する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室  

の利用の必要があると医師が判断した者  

9 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注  
1及び注6の規定による届出に相当する介護療養施設サービ  
スに係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届  
出があったものとみなす。   

10 利用者が連続して30 日を超えて指定短期入所療養介護を  
受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指  

定短期入所療養介護については、病院療養病床短期入所療養  

介護費は、算定しない。  

」立 栄養管理体制加算   

ト）管理栄養士配置加算  12単位   

に）栄養士配置加算  10単位   

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  
について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   

12単位  

10単位  

卜）管理栄養士配置加算  

（コ 栄養士配置加算  

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  
について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
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口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  

療養介護事業所であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  
について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この  
場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、  

算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  
療養介護事業所であること。   

皿療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療  

養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した  

ときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。   

皿緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府  

県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別  
に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療  
養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

」旦」特定診療費  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常  

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ  
た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得  

た額を算定する。   

ハ 療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費 （略）   

ニ 老人性認知症疾患療養病床を有する病院における短期入所療養介   

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  

療養介護事業所であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  
について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この  

場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、  

算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  

療養介護事業所であること。  

且 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療  

養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した  

ときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。  
緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  皿  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府  

県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別  

に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療  
養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

特定診療費  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

皿  

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得   
た額を算定する。   

ハ 療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費 （略）   

二 老人性認知症疾患療養病床を有する病院における短期入所療養介  
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護費  

（1）認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき）   

卜）認知症疾患型短期入所療養介護費川 〈大学鵬等〉看護：介護3：16：1  

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i））く従来型個室〉  

護費   

認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき）  

卜） 認知症疾患型短期入所療養介護費川 〈大学病院等〉硝：介護3：16：1  

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉   

I 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）く多床室〉  

I 経過的要介護  
ii 要介護1  

iii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5   

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉  

l 経過的要介護  
ii要介護1   

＝ 要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5   

833単位  

1，035単位  

1，102単位  

1，169単位  

1，237単位  

1，304単位  

944単位  

1，146単位  

1，213単位  

1，280単位  

1，348単位  

1，415単位  

833単位  

1，035単位  

1，102単位  

1，169単位  

1，237単位  

1，304単位   

944単位  

1，146単位  

1，213単位  

1，280単位  

1，348単位  

1，415単位  

に） 認知症疾患型短期入所療養介護費川）〈別科砧等〉看護：介護4：14：1  に）認知症疾患型短期入所療養介護章（Ⅰ）く榊瞞院等〉硝：鰻4：14：1  

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉  

l 経過的要介護  

ii要介護1   

摘 要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5   

766単位   

977単位  

1，048単位  

1，118単位  

1，189単位  

1，259単位  

850単位  

1，108単位  

1，179単位  

1，249単位  

1，320単位  

1，390単位  

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）く相室〉  

i 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5   

766単位   

977単位  

1，048単位  

1，118単位  

1，189単位  

1，259単位   

850単位  

1，108単位  

1，179単位  

1，249単位  

1，320単位  

1，390単位  

（三）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）く榊棚院等〉看護：介護4：15：1  （三）認知症疾患型短期入所療養介護費（耶く榊絹院等〉看護：介護4：15：1   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）〈従来型個圭〉  

l 経過的要介護  】経過的要介護  743単位  743単位   
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ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費州 〈多床皇〉  

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5   

ii要介護1   

jji要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費州 く紺圭〉  

l 経過的要介護  
ii要介護1   

jii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5   

948単位  

1，017単位  

1，085単位  

1，154単位  

1，222単位  

827単位  

1，079単位  

1，148単位  

1，216単位  

1，285単位  

1，353単位  

948単位  

1，017単位  

1，085単位  

1，154単位  

1，222単位  

827単位  

1，079単位  

1，148単位  

1，216単位  

1，285単位  

1，353単位  

凋）認知症疾患型短期入所療養介護費W）〈榊棚院等〉看護：憎4：16：1   （四）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）く榊科鵬等〉硝二憎4：16：1   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉   

l 経過的要介護   

ii要介護1   

iii要介護2   

iv 要介護3  

V 要介護4  
Vi要介護5   

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）く多粍〉   

l 経過的要介護   

ii要介護1   

iii要介護2   

iv 要介護3  
V 要介護4  
Vi要介護5  

（五）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）経過措置型（酎   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉   

l 経過的要介護   

ii要介護1   

＝ 要介護2   

iv 要介護3  

V 要介護4   

Vj 要介護5   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）〈従来型個室〉   

l 経過的要介護   

ii要介護1   

iii要介護2   

iv 要介護3  

V 要介護4  
Vi要介護5   

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉   

l 経過的要介護   

ii要介護1   

iii要介護2   

iv 要介護3  
V 要介護4  
Vi要介護5  

（五）認知症疾患型短期入所療養介護糞（Ⅴ）経過措置型（※）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉   

l 経過的要介護   

ii要介護1  

日 要介護2   

iv 要介護3  

V 要介護4  
Vi要介護5   

730単位   

932単位   

999単位  

1，066単位  

1，134単位  

1，201単位  

814単位  

1，063単位  

1，130単位  

1，197単位  

1，265単位  

1，332単位  

く榊科捕等〉  

668単位   

870単位   

937単位  

1，004単位  

1，072単位  

1，139単位  

730単位   

932単位   

999単位  

1，066単位  

1，134単位  

1，201単位  

814単位  

1，063単位  

1，130単位  

1，197単位  

1，265単位  

1，332単位  

く精柵病院等〉  

668単位   

870単位   

937単位  

1，004単位  

1，072単位  

1，139単位   
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b 認知症疾患型短期入所療養介護費州  
l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3  

V 要介護4  
Vi要介護5  

（2）認知症疾患型経過型短期入所療養介護室  

b 認知症疾患型短期入所療養介護貴回 〈多床圭〉  

l 経過的要介護   

jj 要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   
Vi要介護5   

く多床皇〉  

779単位  

981単位  

1，048単位  

1，115単位  

1，183単位  

1，250単位  

（1日につき）  

779単位   

981単位  

1，048単位  

1，115単位  

1，183単位  

1，250単位  

（－）認知症疾患聖経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）〈従来型個室〉   

a 経過的要介護   
卜 要介護1   

C 要允豊2   

d 要介護3  
？ 要介護4   

f  要介護5  

（ニ）認知症疾患型経過型短期入所療養介護費（Ⅱ）〈多床圭〉   

∂＋経過的要介護   

d 要介護1   

C 要介護2   
d 要介護3   
早 要介護4   

f 要介護5  

570単位  

772単位  

839単位  

906単位  

974単位  

041単位  

654単位  

903単位   

97年畢鱒  

1，037単位  

1，105単位  

1，172単位  

且 ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき）   
卜）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費川〈大朝棺等〉  

」弘 ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護貴（1日につき）   

卜）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費＝〈大学貼等〉  

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

】 経過的要介護  

ii 要介護1  

iii要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  
ii 要介護1  
iii要介護2  

くユニット型個室〉   

946単位  

1，149単位  

1，216単位  

1，283単位  

1，351単位  

1，418単位  

〈ユニット型鯛室〉   

946単位  

1，149単位  

1，216単位  

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

l 経過的要介護  
ii要介護1  

iii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   
Vi要介護5  

b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費回  
l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  

〈ユニット型値圭〉   

946単位  

1，149単位  

1，216単位  

1，283単位  

1，351単位  

1，418単位  

〈ユニット型鯛圭〉   

946単位  

1，149単位  

1，216単位   
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iv 要介護3  1，283単位  

V 要介護4  1，351単位  

Vi要介護5  1，418単位  

に）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費川）〈清柵純等〉   

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費＝くユ＝ツト型個室〉  

iv 要介護3  1，283単位  

V 要介護4  1，351単位  

Vi要介護5  1，418単位  

（二）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費川）く榊瞞院等〉   

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護貴＝〈ユニット型個室〉  

】 経過的要介護  

ii 要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   
Vi要介護5  

b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（ij）  

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   
Vi要介護5   

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

1 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5   

857単位  

1，111単位  

1，182単位  

1，252単位  

1，323単位  

1，393単位  

〈ユニット型鯛皇〉   

857単位  

1，111単位  

1，182単位  

1，252単位  

1，323単位  

1，393単位  

857単位  

1，111単位  

1，182単位  

1，252単位  

1，323単位  

1，393単位  

〈ユニット型鯛圭〉   

857単位  

1，111単位  

1，182単位  

1，252単位  

1，323単位  

1，393単位  

皿 特定認知症対応型短期入所療養介護費（1日につき）760単位  皿 特定認知症対応型短期入所療養介護費（1日につき）760単位  
注1（1）及び（2）  について、老人性認知症疾患療養病棟（指定居   老人性認知症疾患療養病棟（指   注1（1）から（3）までについて、  

宅サービス基隼第142条第1項第4号に規定する老人性認知   

症疾患療養病棟をいう。以下同じ。）を有する病院である指   
定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定   
める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け   

出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟   
において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設   

基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げ   

る区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ   

所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護   

職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基   
準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ   

り算定する。  

2 J吐について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であ   
る指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣   
が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に  

定居宅サービス基準案」44条に規定する老人性認知症疾患療   

養病棟をいう。以下同じ。）を有する病院である指定短期入   
所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設   
基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たもの   
における当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、   

指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げ   

る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従   

い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数   

を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しく   
は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当す   
る場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2 止Lについて、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であ   
る指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣   
が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に   
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届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養   
病棟において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）   

に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、   

所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護   
職鼻若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基   
準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ   

り算定する。  

3」且について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさ   
ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当す   

る単位数を算定する。  

4 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う   
ことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短   

期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につ   
き184単位を所定単位数に加算する。  

5 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入   

所療養介護費‖）、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）、認   

知症疾患型短期入所療養介護費（耶、認知症疾患型短期入所療   

養介護費（Ⅳ）若しくは認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅴ）又  

昼認知痔疾患聖経過型短期入所療養介護費を支給する場合は、   

それぞれ、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅰ）の認知症疾患   

型短期入所療養介護責川）、認知症疾患型短期入所療養介護費  
（Ⅰ）の認知症疾患型短期入所療養介護費（H）、認知症疾患型短   

期入所療養介護費（Ⅲ）の認知症疾患型短期入所療養介護費（H）、   

認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）の認知症疾患型短期入所   

療養介護費回若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費刑   
の認知症疾患型短期入所療養介護費（H）又は認知症疾患聖経過   

型短期入所嘩養介護費川）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師  

が判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を  
利用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状   

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室   
の利用の必要があると医師が判断した者  

6 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注   

届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養   

病棟において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）   
に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、   
所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護   
職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基   
準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ   

り算定する。  

3 且について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさ   
ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当す   
る単位数を算定する。  

4 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う   
ことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短   

期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につ   
き184単位を所定単位数に加算する。  

5 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入   

所療養介護費（Ⅰ）、認知症疾患型短期入所療養介護費川）、認   
知症疾患型短期入所療養介護費（耶、認知症疾患型短期入所療  
養介護費（Ⅳ）星昼認知症疾患型短期入所療養介護費（VL旦支給   

する場合は、それぞれ、認知症疾患型短期入所療養介護費（l）   
の認知症疾患型短期入所療養介護費（H）、認知症疾患型短期入   

所療養介護費（Ⅰ）の認知症疾患型短期入所療養介護費川、認   
知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）の認知症疾患型短期入所療   

養介護費回、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）の認知症   
疾患型短期入所療養介護費川）又は認知症疾患型短期入所療孝   

介護費（Ⅴ）の認知症疾患型短期入所療養介護費刷を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師   
が判断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を   
利用する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状   
況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室   

の利用の必要があると医師が判断した者  

指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1  
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1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る   
届出があったときは、注1の規定による届出があったものと   
みなす。  

7 利用者が連続して30 日を超えて指定短期入所療養介護を   
受けている場合においては、30 日を超える日以降に受けた指   

定短期入所療養介護については、認知症疾患型短期入所療養  

の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   
があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。   

7 利用者が連続して30 日を超えて指定短期入所療養介護を受  
けている場合においては、30 日を超える日以降に受けた指定短  

期入所療養介護については、認知症疾患型短期入所療養介護費  

は、算定しない。  

栄養管理体制加算  

介護費は、算定しない。  

皿 栄養管理体制加算   
卜）管理栄養士配置加算   

に）栄養士配置加算  

皿  

卜） 管理栄養士配置加算  

に） 栄養士配置加算  

12単位  

10単位   

12単位  

10単位  

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの   注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  

について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  

療養介護事業所であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  

について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この  

場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、  

算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  

療養介護事業所であること。  

⊥吐 療養食加算  
．  

23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療  

養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した  

ときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所   
について、1日につき所定単位数を加算する。   
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  

療養介護事業所であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  
について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この  
場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、  

算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  
療養介護事業所であること。  

皿療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療  

養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した  

ときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。   
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皿 
＿  

50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府  

県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別  
に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療  

養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

J旦」特定診療責  

利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療  

行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に  

厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。   

ホ 基準適合診療所における短期入所療養介護費 （略）  

且 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府  

県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別  
に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療  
養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。   

皿 特定診療費  

利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療  

行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に  
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。   

ホ 基準適合診療所における短期入所療養介護費 （略）  
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介護報酬単位の見直し案  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

○指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12   
年厚生省告示第21号）  

○指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12   
年厚生省告示第21号）  

指定施設サービス費等介護給付費単位数表  
3 介護療養施設サービス   

イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス  
川 療養型介護療養施設サービス費（1日につき）  

卜）療養型介護療養施設サービス費（l）看削：1介削：1  

a 療養型介護療養施設サービス責＝ く従班個室〉  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  

V 要介護5  

b 療養型介護療養施設サービス費（ii）く多床圭〉  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  

V 要介護5  
（ニ）療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）看護6：1介護5：1  

a 療養型介護療養施設サービス費（i）く従来型個室〉  

l 要介護1  
ii要介護2  
iij 要介護3  

iv 要介護4  

V 要介護5  

b 療養型介護療養施設サービス貴川〈多床室〉  

指定施設サービス費等介護給付費単位数表  
3 介護療養施設サービス   

イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス   
（1） 療養型介護療養施設サービス費（1日につき）  

（－）療養型介護療養施設サービス糞（Ⅰ）看護6：1介削：1  

a 療養型介護療養施設サービス費目 〈従来型舶〉  

t 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  
v 要介護5  

b 療養型介護療養施設サービス費州〈多床皇〉  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
jv 要介護4  
V 要介護5  

に）療養型介護療養施設サービス費川）看護6：1介護5：1  

a 療養型介護療養施設サービス糞（i）く従来型個皇〉  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  

iv 要介護4  

V 要介護5  
b 療養型介護療養施設サービス費（ii）〈多床圭〉   

671単位   

781単位  

1，019単位  

1，120単位  

1，211単位  

782単位   

892単位  

1，130単位  

1，231単位  

1，322単位   

671単位   

781単位  

1，019単位  

1，120単位  

1，211単位  

782単位   

892単位  

1，130単位  

1，231単位  

1，322単位   

611単位   

720単位   

880単位  

1，036単位  

1，078単位  

611単位   

720単位   

880単位  

て，036単位  

1，078単位   
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l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
付 要介護4  
V 要介護5  

（三）療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）看護6：1介護6：1  

a 療養型介護療養施設サービス費（i）く従来型個圭〉  

l 要介護1  
ji要介護2  
iii要介護3  
ル 要介護4  
V 要介護5  

b 療養型介護療養施設サービス費刷く多床室〉  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  

V 要介護5  
（2）療養型嘩過型介護療養施設サ「ビス眉（1日につき）   

卜）療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）く従来型嘩〉   

a要介護1   
b 要介護2   

C要介護3  
d 要介護4  

e 要介護5   

に）療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）く多床皇〉  

a 要介護1  

b 要介護2  
c 要介護3  

d 要介護4  
0 要介護5   

l 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3   

iv 要介護4  
V 要介護5  

（三）療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）看護6：1介護6：1   

a 療養型介護療養施設サービス費（i）く従来型偏重〉   

l 要介護1   

ii要介護2  
日 要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5   

b 療養型介護療養施設サービス費（ii）く多床圭〉   

】 要介護1   

ij 要介護2   

iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5   

722単位   

831単位   

991単位  

1，147単位  

1，189単位   

722単位   

831単位   

991単位  

1，147単位  

17189単位   

581単位   

692単位   

843単位  

1，000単位  

1，041単位  

692単位   

803単位   

954単位  

1，111単位  

1，152単位  

581単位   

692単位   

843単位  

1，000単位  

1，041単位  

692単位   

803単位   

954単位  

1，111単位  

1，152単位  

671単位  

781単位  

889単位  

980単位  

071単位   

782単位   

892単位  

1，POO単位  

091単位  

止」ユニット型療養型介護療養施設サービス費（1日につき）   
卜）ユニット型療養型介護療養施設サービス費目〈ユニット型舶〉  

a 要介護1  785単位  

b 要介護2  895単位  

皿ユニット型療養型介護療養施設サービス費（1日につき）   
卜）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）〈ユニット型鮭〉  

a 要介護1  785単位  

b 要介護2  895単位   
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c 要介護3  1，133単位   

d 要介護4  1，234単位   

◎ 要介護5  1，325単位  

に）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（【）くユニット型準個室〉  

c 要介護3  1，133単位   

d 要介護4  1，234単位   

e 要介護5  1，325単位  

に）ユニット型療養型介護療養施設サービス費用）くユニット型準舶〉  

a 要介護1  

b 要介護2  

c 要介護3  

d 要介護4  

0 要介喜隻5   

785単位   

895単位  

1，133単位  

1，234単位  

1，325単位  

785単位   

895単位  

1，133単位  

1，234単位  

1，325単位  

a 要介護1  

b 要介護2  

c 要介護3  

d 要介護4  

e 要介護5  

注1 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2  

項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する  
病院である指定介護療養型医療施設（法第48条第1項第3  
号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）  
であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、か  

つ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に  

関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たもの  
における当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）  

において、指定介護療養施設サービス（同号に規定する指定  
介護療養施設サービスをいう。以下同じ。）を行った場合に、  

当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  
準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、  
それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職  

員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数  

から 25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、入院  

患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専  
門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合  
は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2 皿について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさ  
ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当す  
る単位数を算定する。   

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体  
拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数  
から減算する。   

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療  

養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1   

注1 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2  
項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する  
病院である指定介護療養型医療施設（法第48条第1項第3  
号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）  

であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、か  

つ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に  

関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たもの  
における当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）  

において、指定介護療養施設サービス（同号に規定する指定  
介言葉療養施設サービスをいう。以下同じ。）を行った場合に、  
当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  
準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、  

それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職  

員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数  

から 25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、入院  
患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専  

門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合  
は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2」礼について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさ  
ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当す  

る単位数を算定する。   

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体  
拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数  
から減算する。   

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療  
養型医療施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、  
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日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。   

イ 病院療養病床療養環境減算（l）  25単位   

口 病院療養病床療養環境減算川）  85単位   

ハ 病院療養病床療養環境減算（皿）  115単位  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省   

令第50号）第49条の規定が適用されている病院については、   
1日につき12単位を所定単位数から減算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関   
する基隼を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介   
護療養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、   

1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。   
イ 夜間勤務等看護＝  23単位   

口 夜間勤務等看護川）  14単位   

ハ 夜間勤務等看護（Ⅱ）  7単位  

7 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月   
に6日を限度として所定単位数 
を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できな   
い。  

且（2）について、入院患者であって、退院が見込まれる者をそ   
の居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施設   

が居宅サービスを提供する場合に1月に6日そ限度として所   
定単位数に代えて1日につき嘩だし、   

試行的退院に係る初日及び最終日は、算定できない。まキ、   
羊の場合におし†て、注7に掲げる単位を算零する場合は、∴算   
定しなし㍉  

且 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   
当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行わ   

れた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1   
日につき444単位を算定する。  

ユ旦 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看   
であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入   

院するもの（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対   
して、療養型介護療養施設サービス費（1）、療養型介護療養施   

設サービス費（Ⅰ）草しぐイま療養型介護療養施設サーギス費牒）   

又は療養型経過型介護療養施設サービス費を支給する場合は、   

1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。   

イ 病院療養病床療養環境減算＝  25単位   

口 病院療養病床療養環境減算川）  85単位   

ハ 病院療養病床療養環境減算（皿）  115単位  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省   
令第50号）第49条の規定が適用されている病院については、  
1日につき12単位を所定単位数から減算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関   

する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介   
護療養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、  

1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。   

イ 夜間勤務等看護＝  23単位   

口 夜間勤務等看護（【）  14単位   

ハ 夜間勤務等看護（Ⅱ）  7単位  

7 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月   
に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位   
を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できな   
い。  

且 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   
当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行わ   

れた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1   
日につき444単位を算定する。  

且 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看   
であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入   

院するもの（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対   
して、療養型介護療養施設サービス費川、療養型介護療養施   

設サービス費（Ⅰ）耳は療華型介護療養施設サービス隻脚を支   

給する場合は、当分の間、それぞれ、療養型介護療養施設サ  
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当分の間、それぞれ、療養型介護療養施設サービス糞（Ⅰ）の療  

養型介護療養施設サービス費川、療養型介護療養施設サービ  

ス費川）の療養型介護療養施設サービス費川若しくは療養型  
介護療養施翠サービス争（Ⅱ）の療養型介護嘩養施設サ「ビス草  

（i‖又は療養型経過型介護療養施設サービス費淵を算定する。   

皿 次のいずれかに該当する者に対して、療養型介護療養施設  

サービス費（Ⅰ）、療養型介護療養施設サービス費（【）若しく昼  

療養型介護療養施設サービス糞（Ⅱ）又は療養型経過型介護療華  

埠設サ「ビス費を支給する場合は、それぞれ、療養型介護療  
養施設サービス責（‖の療養型介護療養施設サービス費川）、  

療養型介護療養施設サービス費（【）の療養型介護療養施設サー  

ビス費川）若しくは療養型介護療養施設サービス費Ⅷ）の療華  

型介護療養施設サービス費回文は療養型経過型介護療養施翠  

サービス費（Ⅱ）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医  

師が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30  
日以内であるもの  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に  

入院する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の  

状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個  

室への入院が必要であると医師が判断した者  

皿初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して30 日以内の期間については、初期  

－ビス費（1）の療養型介護療養施設サービス費刷、療養型介   
護療養施設サービス真淵の療養型介護療養施設サービス費㈱   
ヌ†ま療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）の療養型介護療養施設   

サービス費（H）を算定する。   

ユ旦 次のいずれかに該当する者に対して、療養型介護療養施設   

サービス費川、療養型介護療養施設サービス責川）又は療養   
型介護療養施設サービス費（Ⅲ）を支給する場合は、それぞれ、   
療養型介護療養施設サービス責（1）の療養型介護療養施設サー   

ビス費川、療養型介護療養施設サービス費川）の療養型介護   
療養施設サービス費（H）ヌは鱒養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）   

の療養型介護療養施設サービス費回を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医  

師が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30  
日以内であるもの  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に  

入院する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の  

状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個  
室への入院が必要であると医師が判断した者  

迫」初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して 30 日以内の期間については、初期   

加算として、1日につき所定単位数を加算する。  

出 
＿  

卜）退院時等指導加算  

a 退院前後訪問指導加算  

b 退院時指導加算  

c 退院時情報提供加算  

d 退院前連携加算   

に）老人訪問看護指示加算  

加算として、1日につき所定単位数を加算する。  

山」退院時指導等加算   

卜）退院時等指導加算  

a 退院前後訪問指導加算  
b 退院時指導加算  
c 退院時情報提供加算  
d 退院前連携加算   

に）老人訪問看護指示加算  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  
300単位  

注1 卜）のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる  

入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居  
宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の   

注1（－）のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる  

入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居  

宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の  
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療養上の指導を行った場合に、入院中1回（入院後早期に退   
院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては、   
2回）を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に   
当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等   
に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度と   

して算定する。   
入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   

に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと   
きも、同様に算定する。  

2（－）のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して、   
退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につき  
1回を限度として算定する。  

3 卜）のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   

入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に   

限り算定する。   
入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   

に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   
社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書   

を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、   
同様に算定する。  

4 卜）のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合におい   
て、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希   

望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   

入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、   
当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ   
スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき  
1回を限度として算定する。   

療養上の指導を行った場合に、入院中1回（入院後早期に退   
院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては、   

2回）を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に   
当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等   
に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度と   

して算定する。   

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと   

きも、同様に算定する。  
2 卜）のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して、   
退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につき  
1回を限度として算定する。  

3 （－）のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   

入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に   
限り算定する。   

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書   

を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、   

同様に算定する。  

4 卜）のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合におい   
て、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希   

望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   

入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、   

当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ   
スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき  
1回を限度として算定する。  
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5 に）については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療  
施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると  

認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに  

対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付  
した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。  

」吐 栄養管理体制加算   

卜）管理栄養士配置加算  12単位   

に）栄養士配置加算  10単位   

注1（一）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  
いて、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

2 （二）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  
いて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  

において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定  

しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

」皿栄養マネジメント加算  12単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  

定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士、  

看護師、介護支援裏門具その他の職種の者が共同して、入院  
患者ごとの摂食・蟻下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア  
計画を作成していること。  

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  

とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること。  

ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、  
必要に応じて当該計画を見直していること。   

5 に）については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療  
施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると  

認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに  

対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付  

した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。  

」旦」栄養管理体制加算   

卜）管理栄養士配置加算  12単位   

に）栄養士配置加算  10単位   

注1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  
として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  
いて、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

2 （ニ）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  
いて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  
において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定  

しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  
型医療施設であること。  

」吐栄養マネジメント加算  12単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知   
事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  
定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士、  

看護師、介護支援裏門具その他の職種の者が共同して、入院  

患者ごとの摂食・瞭下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア  
計画を作成していること。  

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  
とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること。  

ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、  
必要に応じて当該計画を見直していること。  
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ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設であること。  

皿 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養±、  

看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に  
経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行計画  
を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示  

を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を  

進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成さ  

れた日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定  

単位数を加算する。  

イ 経口維持加算川 経口により食事を摂取する看であって、  

著よい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により  
誤瞭が認められるものを対象としていること。  

口 経口維持加算（Ⅱ）経別こより食事を摂取する看であって、  

摂食機能障害を有し誤噴が認められるものを対象としてい  
ること。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に  
よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成  

された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  
っても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医  

師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進める  

ための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当  

該加算を算定できるものとする。  

皿 経口維持加算  
（t）経口稚持加算（1）  28単位  

（コ経口維持加算川）  5単位   

注1・別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、  

看護師、介護支援専E旦員その他の職種の者が共同して、摂食  
機能障寛を有し、誤噴が認められる入院患者ごとに利用者の  

摂食・噴下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合  
であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士  

又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるため   

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設であること。  

1吐経口移行加算  
＿  

28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、  

看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に  

経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行計画  

を作成している場合であって、当該計画に従い 、医師の指示  
を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を  
進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成さ  

れた日から起算して180 日以内の期間に限り、1日につき所  
定単位数を加算する。  

イ 経口維持加算川 経口により食事を摂取する看であって、  

曹長い摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により  
誤l騰が認められるものを対象としていること。  

ロ 経口維持加算川）経別こより食事を摂取する看であって、  
摂食機能障害を有し誤喋が認められるものを対象としてい  
ること。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に  

よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成  

された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合で  
あっても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、  

医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進め  

るための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き  

当該加算を算定できるものとする。  

」且」経口維持加算   

卜）経口維持加算＝   

に）経口維持加算彿  

28単位  

5単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、   

看護師、介護支援専E旦具その他の職種の者が共同して、摂食   
機能障憲を有し、誤礁が認められる入院患者ごとに利用者の  
摂食・膝下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合  
であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士  

又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるため  
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の特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、当  

該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、  

1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、この場  
合において、経口移行加算を算定している場合は、算定しな  
い。また、経口維持加算（l）を算定している場合は、経口維持  

加算（Ⅰ）は、算定しない。   

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ  

る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され   
た日から起算して180日を晩春た期間に行われた場合であって   

も、摂食機能障害を有し、誤囁が鞄炒られる入院患者であって、  

医師の指示に基づき、継続して誤瞭防止のための食事の摂取を  

進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き  

続き当該加算を算定できるものとする。  

⊥皿療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知   
事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が   
定める療養食盲提供したときは、1日につき所定単位数を加算   
する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持  
加算を算定している場合は、算定しない。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定介護療養型医療施設において行われていること。  
山」在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医   
療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場  

合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。   

ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し  
て、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所  

後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。  

鮎」特定診療費   

入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日   

の特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、当   

該計画が作成された日から起算して180 日以内の期間に限  

り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、こ  
の場合において、経口移行加算を算定している場合は、算定  

しない。また、経口維持加算（1）を算定している場合は、経口  

維持加算川）は、算定しない。  
2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ   

る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され  
た日から起算して180日を観えた期間に行われた場合であって   

も、摂食機能障害を有し、誤礁が鞄炒られる入院患者であって、   

医師の指示に基づき、継続して誤囁防止のための食事の摂取を   
進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き   
続き当該加算を算定できるものとする。  

療養食加算  23単位   且  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が  

定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算  

する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持  

加算を算定している場合は、算定しない。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定介護療養型医療施設において行われていること。  

」迎 
＿  

10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医  

療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場  

合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。  

口 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し  

て、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所  

後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。  

」皿 特定診療費  

入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日  
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常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行  

った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて  

得た額を算定する。   

ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス （略）   

ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サ   

ービス  

（1）認知症疾患型介護療養施設サービス費（1日につき）  

卜）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）看護3：1介護6：1〈大学病院等  

〉  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）〈従来型値圭〉   

常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行  
った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて  
得た嶺を算定する。   

□ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サ！ビス （略）   

ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サ   
ービス  

（1） 認知症疾患型介護療養施設サービス費（1日につき）  

卜）認知症疾患型介護療養施設サービス費川看那：1介郎：1く大学舶  

等〉  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）く従来型個室〉   

l 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5   

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）く多床皇〉   

l 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3   

iv 要介護4  
V 要介護5  

に）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）看削：1介護4：   

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）く従来型個皇〉  

I 要介護1   

ii要介護2 
iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5   

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）く多床圭〉   

】 要介護1   

ii要介護2   
iij 要介護3   

iv 要介護4  
V 要介護5  

に）認知症疾患型介護療養施設サービス費川）看護4：1介護4：   

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費＝く従来型個室〉  

1，005単位  

1，072単位  

1，139単位  

1，207単位  

1，274単位   

1，116単位  

1，183単位  

1，250単位  

1，318単位  

1，385単位  

1く榊科病院等〉  

947単位  

1，018単位  

1，088単位  

1，159単位  

1，229単位  

1，005単位  

1，072単位  

1，139単位  

1，207単位  

1，274単位   

1，116単位  

1，183単位  

1，250単位  

1，318単位  

1，385単位  

1く榊棚院等〉   

l 要介護1  

ii要介護2  

iii要介護3  
iv 要介護4   

V 要介護5  

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）く多床圭〉  

l 要介護1  
ii要介護2  

iji要介護3  

iv 要介護4  

】 要介護1  

ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4   

V 要介護5  

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）く多床室〉  

l 要介護1  
ii要介護2  

iii要介護3  
iv 要介護4  

947単位  

1，018単位  

1，088単位  

1，159単位  

1，229単位   

1，058単位  

1，129単位  

1，199単位  

1，270単位   

1，058単位  

1，129単位  

1，199単位  

1，270単位  
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∨ 要介護5  1，340単位  

（三）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅱ）看削：1介護5：1く榊科捕等〉  

1，340単位  

5   

〉   

918単位   

987単位  

1，055単位  

1，124単位  

1，192単位   

1，029単位  

1，098単位  

1，166単位  

1，235単位  

1，303単位  

：   

V 要介護5  
に）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）看護4：1介護   

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）く従来型個室   

l 要介護1   

ii 要介護2   

iii要介護3   

iv 要介護4  
V 要介護5   

b 認知症疾患型介護療養施設サービス責（ii）〈相室〉   

】 要介護1   

ii 要介護2   

iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5  
佃）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ）看護4：1介護6   

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）く従来型個室〉  

l 要介護1  
ii要介護2   
摘 要介護3  
iv 要介護4   

V 要介護5  

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）く相室〉  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  

iv 要介護4  

918単位   

987単位  

1．055単位  

1，124単位  

1，192単位   

1，029単位  

1，098単位  

1，166単位  

1，235単位  

V 要介護5  1，303単位  

（酎 認知症疾患型介護療養施設サービス糞（Ⅳ）看護4：1介護6：1く榊科純等〉   

a 認知症疾患型介護療養施設サービス貴（i）〈従来型個室〉  a 認知症疾患型介護療養施設サービス糞（i）  

t 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介書蔓5   

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）   

l 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5  

（五）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）   

〈従来型個室〉  

902単位  

969単位  

1，036単位  

1，104単位  

1，171単位   

〈多床圭〉  

1，013単位  

1，080単位  

1．147単位  

1，215単位  

1，282単位  

舶措置型（※）く榊棚儲〉  

l 要介護1  
ii 要介護2   

jii要介護3  
iv 要介護4   

V 要介護5  
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）く相室〉  

i 要介護1  
ii 要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4   

V 要介護5   

902単位   

969単位  

1，036単位  

1，104単位  

1，171単位  

1，013単位  

1，080単位  

1，147単位  

1，215単位  

1，282単位  

（五）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）経過措置型（附く榊科縄等〉   

a 認知症疾患型介護療養施設サービス糞（i）〈従来型個室〉   

】 要介護1  840単位   

ii 要介護2  907単位   

iii要介護3  974単位   

iv 要介護4  1，042単位  

V 要介護5  1，109単位   

b 認知症疾患型介護療養施設サービス糞（ii）く相室〉  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費＝く従来型個室〉  

l 要介護1  
ii要介護2   
童i盲 要介護3  

iv 要介護4   

V 要介護5  
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）く多床圭〉   

840単位   

907単位   

974呈付  

1，042単位  

1，109単位   
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l 要介護1  

ii要介護2  

iii要介護3  

iv 要介護4  

V 要介護5   

951単位  

1，018単位  

1，085単位  

1，153単位  

1つつ∩肖佃「 lI■－－〉 ‾T‾l－  

951単位  

1，018単位  

1，085単位  

1，153単位  

1，220単位  

l 要介護1  

ii要介護2  

iii要介護3  

iv 要介護4  
V 要介護5  

（2）認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費（1日につき）   

卜）認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費（1）く従来型値圭〉  

a 要介護1  

b 要介護2  
c 要介護3  
d 要介護4  

e 要介護5  

742単位  

809単位  

876単位  

944単位  

011単位  

（二）認知症疾患聖経過型介護療養施設サービス費（【）〈多良室〉  

a 要介護1  

b 要介護2  

c 婁介護3  

d‡要介護4  

e 要介護5  

853単位  

920単位   

987単位  

1，055単位  

1．122単位  

皿ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（1日につき）   

卜）ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス糞（Ⅰ）く大輔院等〉  

a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費＝ くユニット  

皿 ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（1日につき）   

卜）ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費川〈大輔院等〉  

a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）〈ユニット  

型借主〉  型個室〉  

l 要介護1  

ii要介護2  

iii要介護3  

iv 要介護4  

V 要介護5  

l 要介護1  

ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  

V 要介護5  

1，119単位  

1，186単位  

1，253単位  

1，321単位  

1．388単位  

1，119単位  

1，186単位  

1，253単位  

1，321単位  

1，388単位   

b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス糞（ii）くユニット型  

準個室〉   

i 要介護1  1，119単位   

ii要介護2  1，186単位   

iii要介護3  1，253単位   

iv 要介護4  1，321単位  

V 要介護5  1，388単位  

（二）ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅱ）く榊科砧等〉   

b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）〈ユニット型   

準個室〉  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  

V 要介護5  

1，119単位  

1，186単位  

1，253単位  

1，321単位  

1，388単位  

に）ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅱ）く榊科絹等〉  
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a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）くユニット鯛皇〉  a 認知症疾患型介護療養施設サービス責（i）〈ユニット型僻重〉  

1，061単位  

1，132単位  

1，202単位  

1，273単位  

1，343単位  

l 要介護1  

ii要介護2  

iii要介護3  

iv 要介護4  

V 要介護5  

1，061単位  

1，132単位  

1，202単位  

1，273単位  

1，343単位  

l 要介護1  
ii要介護2  

iii要介護3  
iv 要介護4  
v 要介護5  

b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）〈ユニット型  

準個室〉  

b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）くユニット型  

準個皇〉  

】 要介護1  

ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  
V 要介護5  

1，061単位  

1，132単位  

1．202単位  

1．273単位  

1，343単位  

l 要介護1  

ii要介護2  

iii要介護3  

iv 要介護4  

V 要介護5  

1，061単位  

1，132単位  

1，202単位  

1，273単位  

1，343単位  

注1 老人性認知症疾患療養病棟（指定介護療養型医療施設の人  
員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号。  
以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第2条第3  
項に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。）  

を有する病院である指定介護療養型医療施設であって、別に  
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都  
道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認  
知症疾患療養病棟において、指定介護療養施設サービスを行  

った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大  

臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態  
区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、入  

院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援  

専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場  
合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2 
． 

さない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当  
する単位数を算定する。  

注1 老人性認知症疾患療養病棟（指定介護療養型医療施設の人  
員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号。  
以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第2条第3  

項に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。）  
を有する病院である指定介護療養型医療施設であって、別に   
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都  
道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認  
知症疾患療養病棟において、指定介護療養施設サービスを行   
った場今に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大  

臣が定める基準に掲げる区釧こ従い、入院患者の要介護状態  
区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、入  

院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援   
専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場  
合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2 皿について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た  
さない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当  
する単位数を算定する。   

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体   

拘束廃止未実施減算として、1E∃につき5単位を所定単位数  
から減算する。   

4 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月  
に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位  

体
数
 
 

身
．
位
 
 
 

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、  
拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定  単

 
 

から減算する。  

4 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月   
に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位   
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を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できな   

い。  

5 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   
当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行わ   
れた場合は、1月に4E∃を限度として所定単位数に代えて1   

日につき444単位を算定する。  

6 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看   

であって、平成17年10月1早以後引き続き従来型個室に入   

院するもの（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対   
して、認知症疾患型介護療養施設サービス費目、認知症疾患   

型介護療養施設サービス費川）、認知症疾患型介護療養施設サ   

ービス糞（耶、認知症疾患型介護療養施設サービス糞（Ⅳ）呈上   

くは認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）又は認知症疾患   

聖経過型介護療養施設サービス費を支給する場合は、当分の   
問、それぞれ、認知症疾患型介護療養施設サービス費目の認   

知症疾患型介護療養施設サービス糞（H）、認知症疾患型介護療   

養施設サービス費（【）の認知症疾患型介護療養施設サービス費  

（H）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）の認知症疾患   

型介護療養施設サービス費（H）、認知症疾患型介護療養施設サ   

ービス費（Ⅳ）の認知症疾患型介護療養施設サービス費川）呈上   

くは認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）の認知症疾患型  

介護療養施設サニビス費川）又は認知症疾患聖経過型介護療養   

施設サービス費川）を算定する。  

7 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護療   

養施設サービス費（l）、認知症疾患型介護療養施設サービス費   

川）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）、認知症疾患   

型介護療養施設サービス費岬）若しくは認知症疾串型介護療養   

埠設サービス費刑又は翠知症疾患聖経過型介護療養施設サ「   

ビス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、認知症疾患   
型介護療養施設サービス費＝の認知症疾患型介護療養施設サ   
ービス費回、認知症疾患型介護療養施設サービス費（【）の認   

知症疾患型介護療養施設サービス費川）、認知症疾患型介護療   

養施設サービス費（Ⅲ）の認知症疾患型介護療養施設サービス費  

（H）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ）の認知症疾患   

型介護療養施設サービス費回章しくは認知症疾患型介護療養   

を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できな   

い。  

5 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   
当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行わ   
れた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1   

日につき444単位を算定する。  

6 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看   

であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入   
院するもの（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対   
して、認知症疾患型介護療養施設サービス費川、認知症疾患   

型介護療養施設サービス費（Ⅰ）、認知症疾患型介護療養施設サ  

ービス費（Ⅲ）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ）星遁  

琴知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）を支給する場合は、   

当分の間、それぞれ、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）   

の認知症疾患型介護療養施設サービス費川）、認知症疾患型介   

護療養施設サービス費（Ⅰ）の認知症疾患型介護療養施設サービ   

ス費（H）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の認知症   

疾患型介護療養施設サービス費（H）、認知症疾患型介護療養施   

設サービス費（Ⅳ）の認知症疾患型介護療養施設サービス費（H）   

又は認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）の認知症疾患型   

介護療養施設サービス斐川）を算定する。  

7 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護療   

養施設サービス糞（Ⅰ）、認知症疾患型介護療養施設サービス費  

（g）、認知症疾患型介護療養施設サービス責（皿L 認知症疾患   

型介護療養施設サービス費（Ⅳ）又†ま認知痔疾患型介護療草鱒設  

サービス費（Ⅴ）を支給する場合は、当分の間、それぞれ、認知  

症疾患型介護療養施設サービス費川の認知症疾患重介護療養   
施設サービス費川）、認知症疾患型介護療養施設サービス費川）   

の認知症疾患型介護療養施設サービス費（H）、認知症疾患型介   

護療養施設サービス費（椚の認知症疾患型介護療養施設サービ   

ス費（雨）、認知症疾患型介護療養施設サービス責（Ⅳ）の認知症   

疾患型介護療養施設サービス費川）又は認知症疾患型介護療養   

施設サービス費仰の認知症疾患型介護療養施設サービス費州  
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施設サービス重刑の認知症疾患型介護療養施設サービス愛川  

ま認鱒症疾皐型経過型介護療養施設サーざネ費（旦を算定す  

る。  

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医  

師が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30  
日以内であるもの  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に  

入院する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の  

状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個  

室への入院が必要であると医師が判断した者  

J吐初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して30 日以内の期間については、初期  

を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医  

師が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30  
日以内であるもの  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に  

入院する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の  

状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個  
室への入院が必要であると医師が判断した者  

且初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して 30 日以内の期間については、初期  
加算として、1日につき所定単位数を加算する。  

J吐退院時指導等加算   
卜）退院時等指導加算  

a 退院前後訪問指導加算  

b 退院時指導加算  
c 退院時情報提供加算  
d 退院前連携加算  

（二）老人訪問看護指示加算  

加算として、1日につき所定単位数を加算する。  

」址 退院時指導等加算  

（－）退院時等指導加算  

a 退院前後訪問指導加算  

b 退院時指導加算  
c 退院時情報提供加算  
d 退院前連携加算  

（二）老人訪問看護指示加算  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

注1 卜）のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる  
入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居  
宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の  

療養上の指導を行った場合に、入院中1回（入院後早期に退  
院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては、  

2回）を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に  
当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等  
に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度と  

して算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等  
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該  

社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと  

きも、同様に算定する。   
2 卜）のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退  

注1 卜）のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる  

入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居  
宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の  

療養上の指導を行った場合に、入院中1回（入院後早期に退  
院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては、  
2回）を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に  
当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等  
に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度と  
して算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等  
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該  

社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと  

きも、同様に算定する。   
2 （－）のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
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院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該  

入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して、  
退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につき  

1回を限度として算定する。  
3 J－・のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退                l ／ Y′ ヽ′ tl■ ′ Y    、 lヽ′、ヽ  ′ ヽl‾′l■′▼Jl■■′▼   ■ ′ ■ ヽ－ ■－－ － Y ′ ▼l■■■■■■－■▼ ■■■■一 －▼  ′■■■・一  

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該  

入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同  

意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該  

入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に  
限り算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等  

に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該  
社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書  
を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、  
同様に算定する。  

4 卜）のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退  

院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合におい  

て、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希  

望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同  

意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該  

入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、  

当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ  
スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき  
1回を限度として算定する。  

5 に）については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療  
施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると  

認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに  

対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付  

した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。  
逗」栄養管理体制加算   

卜）管理栄養士配置加算  12単位   

に）栄養士配置加算  10単位   

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  
として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  
いて、1日につき所定単位数を加算する。   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して、   
退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につき  
1回を限度として算定する。  

3 （＝）のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   

入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に   
限り算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書   
を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、   

同様に算定する。  

4 卜）のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合におい   
て、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希   
望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   

入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、   

当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ   
スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき  
1回を限度として算定する。  

5 に）については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療   
施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると   

認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに   

対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付   

した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。  
栄養管理体制加算  皿  

卜）管理栄養士配置加算  12単位  

に）栄養士配置加算  10単位  

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  
として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  
いて、1日につき所定単位数を加算する。  
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イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

2 （二）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  

いて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  
において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定  

しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

皿栄養マネジメント加算  12単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  
定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

口 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士、  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  
型医療施設であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ  

いて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  
において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定  

しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

軋栄養マネジメント加算  
＿  

12単位   

注 次に掲げるいずれの基準1こも適合するものとして都道府県知  
事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  

定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士、  

看護師、介護支援薫．門員その他の職種の者が共同して、入院  

患者ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア  
計画を作成しているこ七。  

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  
とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること。  

ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、  
必要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設であること。  

皿 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、  

看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に  

経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行計画  
を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示  

を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を  
進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成さ  
れた日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定  
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計画を作成していること。  

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  

とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること。  
ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、  

必要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設であること。  

皿 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、  
看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に  

経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行計画  

を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示  

を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を  
進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成さ  
れた日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定   
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単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に  

よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合  
であっても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、  

医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進め  

るための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き  
当該加算を算定できるものとする。  

⊥吐 経口維持加算  
．   

（－）経口維持加算（Ⅰ）  28単位   

に）経口維持加算川）  5単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、  

看護師、介護支援専E旦具その他の職種の者が共同して、摂食  
機能障害ゑ有し、誤懐が認められる入院患者ごとに入院患者  

の摂食■瞭下機能に配慮した経口維持計画を作成している場  
合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養  

士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるた  

めの特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、  

当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限  

り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、こ  
の場合において、経口移行加算を算定している場合は、算定  

しない。また、経口維持加算（t）を算定している場合は、経口  

維持加算（‡）は、算定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を横取する看であって、  

著よい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により  
誤噴が認められるものを対象としていること。  

ロ 経口維持加算（Ⅱ）経別こより食事を摂取する看であって、  

摂食機能障害を有し誤噴が認められるものを対象としてい  
ること。   

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ  

る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され   
た日から起算して180日を晩冬た期間に行われた場合であって   

も、摂食機能障害を有し、誤帳が鞄炒られる入院患者であって、  

医師の指示に基づき、継続して誤囁防止のための食事の摂取を   

単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に  

よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合  
であっても、経［‖こよる会事の摂取が一部可能な看であって、  

医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進め  

るための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き  
当該加算を算定できるものとする。  

迫」経口維持加算   

卜）経口維持加算（Ⅰ）  28単位   

に）経口維持加算（Ⅰ）  5単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、  

看護師、介護支援専E芝具その他の職種の者が共同して、摂食  
機能障害嘉有し、誤囁が認められる入院患者ごとに入院患者  

の摂食・噴下機能に配慮した経口維持計画を作成している場  
合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養  

士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるた  
めの特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、  

当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限  
り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、こ  
の場合において、経口移行加算を算定している場合は、算定  

しない。また、経口維持加算（l）を算定している場合は、経口  

維持加算川）は、算定しない。  

イ 経口維持加算川 経口により食事を摂取する看であって、  

著よい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により  
誤噴が認められるものを対象としていること。  

ロ 経口維持加算（Ⅱ）経別こより食事を摂取する看であって、  

摂食機能障害を有し誤噴が認められるものを対象としてい  
ること。   

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ   

る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され   
た日から起算して180日を穐各た期間に行われた場合であって   

も、摂食機能障害を有し、誤喋が鞄炒られる入院患者であって、   

医師の指示に基づき、継続して誤喋防止のための食事の摂取を  
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進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き  

続き当該加算を算定できるものとする。  

（10）療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が  

定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算  
する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持  
加算を算定している場合は、算定しない。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

口 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定介護療養型医療施設において行われていること。  
⊥止 在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医  

療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場  

合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行うこと。  

ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し  
て、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所  

後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。  
⊥且L 特定診療費  

入院患者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医   
療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別   
に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定す   
る。  

進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き  

続き当該加算を算定できるものとする。  

1吐 療養食加算  
．  

23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が  

定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算  

する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持  

加算を算定している場合は、算定しない。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

口 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定介護療養型医療施設において行われていること。  

」ユ旦」在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医  

療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場  

合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行うこと。  

ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し  

て、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所  

後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。  

山1L特定診療費  

入院患者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医   

療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別   

に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定す   

る。  
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介護報酬単位の見直し案  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18   
年厚生労働省告示第127号）  

○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18   
年厚生労働省告示第127号）   

指定介護予防サービス介護給付費単位数表  
9 介護予防短期入所療養介護費   

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 （略）  

ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費  （1）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（1日につき）  

卜）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費川介酎：1看削：1  

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費‖く従来型個圭〉  

l 要支援1  534単位  

ii要支援2  667単位  

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費川く多床屋〉  

l 要支援1  618単位  

ij 要支援2  772単位  

に）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（【）介護5：1看那：1  

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護責（i）〈従来型値圭〉  

l 要支援1  498単位  

ii 要支援2  622単位  

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費刷〈相室〉  

l 要支援1  582単位  

ii要支援2  727単位  

（三）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）介護6：1看護6：1  

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費‖〈従来型個室〉  

l 要支援1  473単位  

ii 要支援2  591単位  

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費＝く多床圭〉  

指定介護予防サービス介護給付費単位数表  

9 介護予防短期入所療養介護費   
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 （略）  

ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護責   
（1）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（1日につき）  

卜）病院療養病床介護予防短期入所療養介護責川介酎ニ1看那：1  

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（i）く従来型腐圭〉  

l要支援1  534単位  

ii要支援2  667単位  

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉  

l 要支援1  618単位  

ii要支援2  772単位  

に）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）介護5：1看護6：1  

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費＝〈従来型個室〉  

Ⅰ 要支援1  498単位  

ii要支援2  622単位  

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護貴州く紺圭〉  

l 要支援1  582単位  

ii要支援2  727単位  

（三）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）介護6：1看護6：1  

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費‖く従来型個室〉  

】 要支援1  
4／J早1亘  

ii要支援2  591単位  

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉  
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l 要支援1  

ii要支援2  

（2）病院療養病床経過型介  

557単位   

696単位  

（1日につき）  

l 要支援1  

ii要支援2  

557単位  

696単位  

予防短期入所療養介  

ト）病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費川く従来型個室〉   

a 要支援1  534単位  

b 要支援2  鱒7単位  

に）病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）〈多床圭〉  

a 要支援1  618単位  

b 要支援2  772単位  

刷 ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（1E＝こ  ‾‾‾ 

き）   

卜）ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費川  

a 要支援1  625単位  

b 要介護2  781単位  

（二）ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 要支援1  625単位  

b 要支援2  781単位  

注1 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2項  

第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院  

である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚  

生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大  

臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすも  

のとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る  

病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指定介護予防  

短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分  

及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用  

者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。  

ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさ  

ない場合は、所定単位数から 25単位を控除して得た単位数を  

算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護  

職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、  

別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2 ぷ」について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場  

合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。   

（2）ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（1日に  
き）  

（－）ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 要支援1  625単位  
b 要介護2  781単位   

に）ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a 要支援1  625単位  

b 要支援2  781単位  

注1 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2項  
第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院  
である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚  

生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大  

臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすも  
のとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る  
病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指定介護予防  
短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分  

及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用  

者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。  

ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさ  

ない場合は、所定単位数から 25単位を控除して得た単位数を  

算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護  
職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、  

別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2 且について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場  

合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  
を算定する。  
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3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防   3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防   
短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に   
従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。   

イ 病院療養病床療養環境減算（l）  25単位   

口 病院療養病床療養環境減算（Ⅰ）  85単位   

ハ 病院療養病床療養環境減算（Ⅱ）  115単位  

4 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令   
第50号）第49条の規定が適用されている病院については、1   

日につき12単位を所定単位数から減算する。  

5 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す   
る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予   
防短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分   
に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。   

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  23単位   

口 夜間勤務等看護仙  14単位   

ハ 夜間勤務等看護（Ⅱ）  7単位  

6 弄り用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予   

防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に   
つき184単位を所定単位数に加算する。  

7 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床介護予防   

短期入所療養介護費川、病院療養病床介護予防短期入所療養介   
護費（Ⅱ）又は病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（耶を支   

給する場合は、それぞれ、病院療養病床介護予防短期入所療養   

介護費（Ⅰ）の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（H）、病   

院療養病床介護予防短期入所療養介護費川）の病院療養病床介護   

予防短期入所療養介護費（H）又は病院療養病床介護予防短期入所  

嘩養介護費（Ⅲ）の病嘩療養病床介護予防短期入所療養介護費川）   

を算定する。  

短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に   
従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。   

イ 病院療養病床療養環境減算（1）  25単位   

口 病院療養病床療養環境減算川）  85単位   

ハ 病院療養病床療養環境減算（耶  115単位  

4 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令   
第50号）第49条の規定が適用されている病院については、1   

日につき12単位を所定単位数から減算する。  

5 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す   
る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予   
防短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分   
に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。   

イ 夜間勤務等看護（1）  23単位   

口 夜間勤務等看護（Ⅰ）  14単位   

ハ 夜間勤務等看護（Ⅱ）  7単位  

6 手Ij用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予   
防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に   
つき184単位を所定単位数に加算する。  

7 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床介護予防   

短期入所療養介護費（Ⅰ）、病院療養病床介護予防短期入所療養介  

護糞川）若しくは病院療養病床介護予防短期入所療養介護費旦   
又は病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費を支給す   
る場合は、それぞれ、病院療養病床介護予防短期入所療養介護   

費（1）の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（H）、病院療   

養病床介護予防短期入所療養介護費川）の病院療養病床介護予防  

短期入所療養介護費川若しくは病院療養病床介護予防短期み牢  
療養介護費（Ⅲ）の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費刷   

又は病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介準星即しを算定   

する。   
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室  

を利用する者   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が   

判断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室   

を利用する者  
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ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

8 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1  
及び注5の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに  

係る届出があったときは、注1及び注5の規定による届出があ  
ったものとみなす。   

9 利用者が連統して 30 日を超えて指定介護予防短期入所療養  
介護を受けている場合においては、30 日を超える日以降に受け  
た指定介護予防短期入所療養介護については、病院療養病床介  

護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  
皿 栄養管理体制加算  

（－） 管理栄養士配置加算  12単位   

に） 栄養士配置加算  10単位   

注1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 （二）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

血 痕養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも嘩合しているものとして都道府  

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  

食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

8 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1  
及び注5の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに  

係る届出があったときは、注1及び注5の規定による届出があ  
ったものとみなす。   

9 利用者が連続して 30 日を超えて指定介護予防短期入所療養  
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受け  

た指定介護予防短期入所療養介護については、病院療養病床介  

護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  
」且 栄養管理体制加算   

卜） 管理栄養士配置加算  12単位   

に） 栄養士配置加算  10単位   

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  
イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

皿 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  

食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  
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ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

」吐 特定診療費  
利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常  

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ  

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10．円を乗じて得  

た額を算定する。   

ハ 療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費   

（略）  

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入   
所療養介護糞  

（1） 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日につき）  
卜）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護責＝く大輔院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費＝く従来型個室〉  

l 要支援1  833単位  

ii 要支援2  993単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護安川く多床室〉  

l 要支援1  944単位  

ii 要支援2  1，098単位  

に）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護責川）〈精柵病院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  

l 要支援1  766単位  

ii要支援2  934単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）〈多ほ〉  

l 要支援1  850単位  

ii要支援2  1，039単位   

（三）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（m）く榊科病院等〉  
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護糞＝く従来壁個室〉  

l 要支援1  743単位  

ii 要支援2  906単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川く多床圭〉  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容   

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して   

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて   
いること。   

特定診療費   皿  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常  
的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ  
た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得  
た額を算定する。  

ハ 療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費   

（略）  

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入   

所療養介護費  

（1） 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日につき）   

（－）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川く大学絹等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）〈従来型値圭〉  

l要支援1  833単位  

ii要支援2  993単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ji）く多床妻〉  

l要支援1  944単位  

ii要支援2  1，098単位  

に）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（汀）く紳輔院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費＝く従来型個室〉  

l 要支援1  766単位  

ii要支援2  934単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）く相室〉  

1要支援1  850単位  

ii要支援2  1．039単位  

に）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）く榊科病院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費＝く従来型麿圭〉  

l要支援1  743単位  

ii要支援2  906単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護糞川く多床室〉   
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l 要支援1  827単位  

ii要支援2  1，011単位  

（四）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）く榊棚院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）く従来型個圭〉  

重 要支援1  730単位  

ii要支援2  890単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川）〈多床圭〉  

l 要支援1  814単位  

ii要支援2  995単位  

（五）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）く榊科病院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  

I 要支援1  668単位  

ii要支援2  828単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（H）〈相室〉  

l 要支援1  779単位  

ii要支援2  933単位  

（封認知症疾患型経過型介堅予防短期入所療養介護薫い＝日につき）  

ト）‡認知症疾患聖経過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）く鱒来型個室〉  

a要支援1  与印単位  

b 要支援2  三塁0単位  

（コ翠知症疾患畢経過型介護予防短期入所療養介護費川）く多床か  

a 要支援1  654単位  

l 要支援1  827単位   

ii要支援2  1，011単位  

（四）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）く精柵病院等〉   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  

■ 要支援1  730単位   

ii要支援2  890単位   

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉   

l 要支援1  814単位   

ii要支援2  995単位  

（五）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）〈精柵病院等〉   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護章（i）〈従来型個室〉   

l 要支援1  668単位   

ii要支援2  828単位   

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉   

l 要支援1  779単位   

ii 要支援2  933単位  

b 要支援2  835単位  

（3）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日につ  ‾ 

）  

（－）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  

l 要支援1  946単位  

ii要支援2  1，101単位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）  

l 要支援1  946単位  

ii要支援2  1，101単位   

に）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（：）  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  

l 要支援1  857単位   

（2）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日に  ‾ 

き）  

（－）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費‖  

l 要支援1  946単位  

ii要支援2  1，101単位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）  

l 要支援1  946単位  

ii要支援2  1，101単位   

に）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川  

l 要支援1  857単位  
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ii要支援2  1，048単位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（H）  

l 要支援1  857単位  

ii要支援2  1，048単位  

注1老人性認知症疾患療養病棟（指定介護予防サービス基準量．ユ旦2   

急に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。）  

を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であ  
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの  

として都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老  

人性認知症疾患療養病棟において、指定介護予防短期入所療養  

介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生  

労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状  

態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利  
用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚  

生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣  

が定めるところにより算定する。   

2 皿について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場  
合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。   

3 手Ij用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ  
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予  

防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に  

つき184単位を所定単位数に加算する。   

4 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護予防  

短期入所療養介護責（Ⅰ）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介  

護費川）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）、認知  

症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）若しくは認知症疾患型  

介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）又は認知症疾患聖経過型介護予   

曙短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、認知症疾  

患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の認知症疾患型介護予防短  

期入所療養介護費（H）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護  
真相）の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費回、認知症  

疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）の認知症疾患型介護予防  

短期入所療養介護安川、認知症疾患型介護予防短期入所療養介  

護費（Ⅳ）の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川）若しく‡   

ii要支援2  1，掴8単位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川）  

l要支援1  857単位  

ii要支援2  1，048単位  

注1老人性認知症疾患療養病棟（指定介護予防サービス基準量．ユ旦Z  
条第1項第4号に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。  
以下同じ。）を有する病院である指定介護予防短期入所療養介   
護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合  
しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該  

届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定介護予防  
短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分  

及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用  

者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。  
ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員  
数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚  
生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2J吐について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場  
合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  
を算定する。   

3 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ  
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予  
防短期入所療養介護事業所との問の送迎を行う場合は、片道に  
つき184単位を所定単位数に加算する。   

4 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護予防  

短期入所療養介護費川、認知症疾患型介護予防短期入所療養介  
護費（Ⅱ）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）、認知  

症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）又は言忍知症疾患型介護  

予防短期入所療養介護費（Ⅴ）を支給する場合は、それぞれ、認知  
症疾患型介護予防短期入所療養介護費川の認知症疾患型介護予  
防短期入所療養介護費（H）、認知症疾患型介護予防短期入所療養  
介護費川）の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（H）、認  
知症疾患型介護予防短期入所療養介護責ほ）の認知症疾患型介護  

予防短期入所療養介護費（H）、認知症疾患型介護予防短期入所療   
養介護費（Ⅳ）の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川）星  

は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）の認知症疾患型  
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は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費刑の言忍知症疾患型   

介護予防短期入所療養介護費川）又は認知症疾患型経過型介護予   

防短期入所療養介護費川）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室  

を利用する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1  
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出  
があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。   

6 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養  
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受け  
た指定介護予防短期入所療養介護については、認知症疾患型介  

護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  
」且」栄養管理体制加算  

（－） 管理栄養士配置加算  12単位  

（ニ） 栄養士配置加算  10単位   

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

介護予防短期入所療養介護費（H）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  
虫l附i仁ナ」薯 lJ■■■lヽ■r■－l．：■l  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室  

を利用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   
があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。   

6 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養   
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受け   

た指定介護予防短期入所療養介護については、認知症疾患型介   
護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  

L吐 栄養管理体制加算   

卜） 管理栄養士配置加算  12単位   

に） 栄養士配置加算  10単位   

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  予防短期入所療養介護事業所であること。  

」且療養食加算  23単位   23単位  1吐療養食加算   
．   
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  

食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。   

」旦」特定診療費  

利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療  

行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に  
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。   

ホ 基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費   （略）  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府   

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予   
防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養   
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。   
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容   
の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して   
いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて   
いること。  

特定診療費  

利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療  

L吐  ＿  

行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に  
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。   

ホ 基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費   （略）  
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1 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の見直し  

介護療養型医療施設における経過措置  
こ 末までの経過  な類型として、経過型介護療養型医療施設を  二っ  

創設することとし、人員・設備に関する基準は以下のとおりとする。  

＜人員に関する基準＞  

・医師の配置を2名以上とする。  
・看護職員、介護職員の配置をそれぞれ①又は②のとおりとする。  
① 療養病床を有する病院の場合 8：1以上、4：1以上  
② 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の場合  

5：1以上、6：1以上  
＜設備に関する基準＞  

・現行の廊下幅の基準を内法1．2m以上（両側に居室が有る場合、内  
法1．6m以上）とする。   



2 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の見直し  

介護老人保健施設における経過措置  

○ 介護療養型医療施設及び医療療養病床から転換した介護老人保健施設に   

ついては、   

① 1床当たりの面積基準を6．4Ⅰ迂以上とする。   

② 廊下幅の基準については、内法1．2m以上（両側に居室がある場合、  

内法1．6m以上）とする。   

※ ①の面積基準については、平成23年度末までの経過措置とする。  

3 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の見直し  

○ 短期入所療養介護についても、指定介護療養型医療施設及び介護老人保   

健施設の人員設備基準と同様の見直しを行う。  

4 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ   

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の克直し  

○ 介護予防短期入所療養介護についても、指定介護療養型医療施設及び介   

護老人保健施設の人員設備基準と同様の見直しを行う。   



分介発第０６２８００１号 
平成１８年６月２８日 

 社会保障審議会 
  会 長 貝塚 啓明 殿 
 
 
                                   介護給付費分科会 
                     分科会長 大森 彌 
 
 
 
 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス

等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用

の額の算定に関する基準、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準、

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準及び指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正について（報告） 
 
 

平成１８年６月２８日厚生労働省発老第 0628001 号をもって社会保障審議

会に諮問のあった標記について、当分科会は審議の結果、諮問のとおり改正す

ることを了承するとの結論を得たので報告する。 
なお、療養病床の再編に当たっては、入院患者のニーズや実態に十分配慮し

つつ、介護保険施設の将来像を踏まえた円滑な移行が行われるよう努めるもの

とする。 
 
 
 

資料３ ○写  



社 保 審 発 ４ 号

平成１８年６月２８日

厚生労働大臣

川崎 二郎 殿

社会保障審議会

会長 貝塚 啓明

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス

等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用

の額の算定に関する基準、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

、 、 、関する基準 介護老人保健施設の人員 施設及び設備並びに運営に関する基準

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準及び指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

（ ）介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正について 答申

平成１８年６月２８日厚生労働省発老第 号をもって社会保障審議会0628001

に諮問のあった標記については了承する。

なお、療養病床の再編に当たっては、入院患者のニーズや実態に十分配慮し

つつ、介護保険施設の将来像を踏まえた円滑な移行が行われるよう努めるもの

とする。

写○
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圓郵　　　　　　難論鵠樵，
　　　　療養病床の再編成を踏まえた地域ケア体制の整備について

　　　　　　　　　一「地域ケア整備指針（仮称）」の策定一

1　趣旨
　（1）今後本格化する療養病床の再編成を踏まえ、各地域においては、その

　　受け皿づくりを含め将来的なニーズや社会資源の状況等に即した「地域ケ

　　ア体制」の計画的な整備が求められる。

　　　　このような取り組みについては、都道府県では「介護保険事業支援計

　　画」、r医療計画」及びr医療費適正化計画」の3つの計画に関連するなど・

　　各分野にわたる横断的・統一的な基本方針の策定と関係部局の密接な連

　　携が重要となってくる。

（2）このため、上記の取り組みを推進する観点から・

　①国において、地域ケア体制の整備の基本方針等を内容とする「地域

　　ケア整備指針（仮称）』を策定するとともに、

　②　都道府県における「地域ケア整備構想（仮称）』の作成を支援するも

　　のとする。

2 国の「地域ケア整備指針（仮称）』について

（1）国において、以下の事項を主な内容とする「地域ケア整備指針（仮称）』

　を策定する。

　　　①地域ケア体制の整備の基本方針
　　　　　○療養病床の再編成を踏まえた地域ケア体制の整備の基本的な考え方

　　　　　を提示。

②地域のサービスニーズ・利用見込みの設定について

　O療養病床の再編成とともに、将来的な亭齢化の進展や独居世帯の増加等

　を踏まえたサービスニーズの推計、それに対応した利用見込みの設定に

　　関する考え方を提示。

③療養病床の転換について
　○個別の医療機関（療養病床）の転換を進める場合に配慮すべき事項などを

　提示。

④各計画への反映について
　○「介護保険事業支援計画」「医療計画」「医療費適正化計画」へ反映させる

　場合に配慮すべき事項を提示。

一1一



（2）上記の「地域ケア整備指針（仮称）」を策定するために、   

①学識経験者等からなる研究班を設置するとともに、   

②介護施設（特に療養病床）の整備水準や高齢化の状況、将来的なニー   

ズ等を踏まえ、全国数カ所（老人保健福祉圏域単位）を対象に、当該都   

道府県と共同で地域ケア体制のモデルを策定する「地域ケアモデルプラ  

ン事業（仮称）」を展開する。  

3働？いて   
（1）都道府県は、国の「地域ケア整備指針（仮称）」等を踏まえ、以下の事項  

を主な内容とする「地域ケナ整備構想（仮称）」を作成するものとする。  

塑地域ケア体制の整備の方針  

○療養病床の再編成を踏まえた、都道府県における地域ケア体制整備の  

基本的な考え方を提示。  

＠地域のサービスニーズlこついて  

○療養病床の再編成とともに、将来的な高齢化の進展や独居世帯等の増  

加等を踏まえたサービスニーズを提示。  

③各サービスの利用見込みについて  

○将来のサービスニーズに対応した、各サービスの利用見込みを提示。  

＠療養病床の転換lこついて  

○療養病床の転換プランを提示。  

（2）都道府県は、上記の「地域ケア整備構想（仮称）」を踏まえ、「介護保険   

事業支援計画」、「医療計画」及び「医療費適正化計画」を策定する。  

4 今後のスケジュール  

OH18年夏 ＜国＞地域ケア整備指針について研究班を設置し、検討を開始。  

地域ケアモデルプラン事業を開始。  

＜都道府県＞療養病床関係調査の実施  

秋＜国＞「地域ケア整備指針案（中間とりまとめ）」の公表。  

＜都道府県＞「地域ケア整備構想」の検討開始  

冬 ＜国＞「地域ケア整備指針（最終とりまとめ）」の決定。  

※地域ケアモデルプランも提示。  

OH19夏 ＜都道府県＞「地域ケア整備構想」の策定   

までに  

－2－   




